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【参考12】民生委員に関する法令の規定 

 

 

○民生委員法（昭和二十三年七月二十九日法律第百九十八号） 抄 

 

第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、

もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 

（略） 

第十三条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものと

する。  

第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。  

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。   

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する

相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。  

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。  

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業

又は活動を支援すること。  

五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他の関係行政機関の業務

に協力すること。  

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。 
 

○各法令での民生委員・児童委員の位置付け 

法令名 条 項 内容 

生活保護法 第22条  
民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所又は社会福祉

主事の事務の執行に協力するものとする。 

老人福祉法 第９条  
民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所又は社会福祉

主事の事務の執行に協力するものとする。 

身体障害者福祉法 第12条の２  
この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又

は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 

知的障害者福祉法 第15条  
この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は

社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 

母子及び寡婦福祉法 第10条  
児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子自立支援員

の行う職務に協力するものとする。 

売春防止法 第37条  
民生委員、児童委員、保護司、更正保護事業を営むもの及び人権擁護委員は、

この法律の施行に関す、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。 

婦人保護施設の設備

及び運営に関する最

低基準 

第15条  

婦人保護施設は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警、母子福祉団体、公

共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子相談員、

民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならな

い。 

学校保健法施行令 第８条 ２ 

教育委員会は、医療費の援助の対象たる児童・生徒の認定を行うために必要

があるときは、福祉事務所及び民生委員に対して、助言を求めることができ

る。 
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